
報告２  

 

 

   三次市立小中学校の通学区域自由化実施要領の一部を改正する告

示について  

 

 

 三次市立小中学校の通学区域自由化実施要領の一部を改正する告示に

ついて，別紙のとおり報告します。  

 

 

  令和２年９月２９日提出  

 

 

三次市教育委員会教育長 松  村  智 由    

 

 

 

 



三次市教育委員会告示第３０号 

 

 

 三次市立小中学校の通学区域自由化実施要領の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

 

 

  令和２年９月８日 

 

 

                      三次市教育委員会 

教育長 松 村 智 由  

 

 

   三次市立小中学校の通学区域自由化実施要領の一部を改正する告示 

 

 三次市立小中学校の通学区域自由化実施要領（平成１６年三次市教育委員会告

示第４２号）の一部を次のように改正する。 

 

 様式第１号及び様式第３号中 

「 

 現 住 所 

                」を 

「 

    〒   －     

 現 住 所 

                」に， 

「 

 児童生徒氏名               

                         」を 



「 

  フリガナ 

 児童生徒氏名               男・女 

                         」に改める。 

   附 則 

 この告示は，令和２年９月８日から施行する。 


